


国有林の森林計画制度の体系
国有林における森林計画制度の体系は次のとおりです。

国有林の地域別の森林計画とは

「森林法」基づき、管理経営する国有林野の森林整備について、森林管理局長が森林計

画区ごとにたてる 10 年間の計画です。

※地域管理経営計画とは

「国有林の管理経営に関する法律」に基づき、国有林野の管理経営の考え方や伐採等の

事業の総量等について、森林管理局長が森林計画区ごとにたてる 5 年間の計画です。

国有林野施業実施計画とは

「国有林野管理経営規程」に基づき、国有林の地域別の森林計画及び地域管理経営計画

に即し、箇所別の伐採、更新等について、森林管理局長が森林計画区ごとにたてる 5 年間

の計画です。


